
1 
 

Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
 
料⾦表 
通則 （略） 
 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本使⽤料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) Ｘｉの基本使⽤
料の適⽤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア （略） 
イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使⽤料の料⾦種別を選択することができませ
ん。 
(ア)  そのＸｉが、Ｘｉカケホーダイライトプランを選択する場合であって、第３（通信料）の１

（適⽤）の(8)の２に規定するデータ定額パック（らくらくパック及びケータイパックは除きます。以
下この欄において同じとします。）のいずれかを選択していないとき。 

(イ)  そのＸｉ（らくらくパック⼜はケータイパックの適⽤を受けていない場合に限ります。）が、Ｘｉ
カケホーダイライトプランを選択する場合及び共有対象回線（第３（通信料）の１（適⽤）
の(8)の３に規定するものをいいます。）となる場合であって、その共有回線群（第３（通信
料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。）に係る共有代表回線（第３（通
信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。）の契約者がデータ定額パックのい
ずれかを選択していないとき。 

（ウ）〜（エ） （略） 
ウ〜チ （略） 
 

（略） （略） 
  
２ 料⾦額 （略） 

    
２－２ （略） 

 第２ （略） 
 
 
 
 

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
 

料⾦表 
通則 （略） 

 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本使⽤料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) Ｘｉの基本使⽤
料の適⽤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア （略） 
イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使⽤料の料⾦種別を選択することができませ
ん。 
(ア)  そのＸｉが、Ｘｉカケホーダイライトプランを選択する場合であって、第３（通信料）の１

（適⽤）の(8)の２に規定するデータ定額パック（らくらくパック、データ S パック（⼩容量）及び
ケータイパックは除きます。以下この欄において同じとします。）のいずれかを選択していないとき。 

(イ)  そのＸｉ（らくらくパック、データ S パック（⼩容量）⼜はケータイパックの適⽤を受けていない
場合に限ります。）が、Ｘｉカケホーダイライトプランを選択する場合及び共有対象回線（第３
（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。）となる場合であって、その共
有回線群（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。）に係る共
有代表回線（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。）の契約
者がデータ定額パックのいずれかを選択していないとき。 

（ウ）〜（エ） （略） 
ウ〜チ （略） 
 

（略） （略） 
 
 ２ 料⾦額 

 
２－２ （略） 

 第２ （略） 
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 第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

通  信  料  の  適  ⽤ 
（略） （略） 
(8)の２ データ通信モ
ードの定額通信料の適
⽤等 

ア〜シ （略） 
ス 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選択

しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（ク、(8)の３のセ若しくは当該契約約款の規定
により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び(8)の３において「付与データ量」といい
ます。）、指定追加データ量、追加データ量⼜はツ若しくはテの規定により繰越データ量があるときは、
その定額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を
加算した後のデータ量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の
初⽇の当社が定める時刻までの間（コに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまで
の間）、そのＸｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信
とする取扱い（以下この欄及び(8)の３において「128k 通信」といいます。）を適⽤します。 

 
セ〜ニ （略） 
 
 
 
 
 
ヌ〜ネ （略） 

(8)の３ データ定額パ
ックに係るデータ定額共
有 

ア〜カ （略） 
 
 
 
 
キ カの規定により選択したシングルパック等の定額通信料、(8)の２のアの(イ)に係るデータ通信料、

(8)の２のヌ及び(8)の２のネに規定する⽉間累計額については、共有代表回線との間のデータ定額
共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ク （略） 
ケ データ定額共有の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉からとし

ます。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤しま
す。 
(ア) Ｘｉ契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、カの

規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ
及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

 
 第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

通  信  料  の  適  ⽤ 
（略） （略） 
 ア〜シ （略） 

ス 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選
択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（ク、(8)の３のス若しくは当該契約約款の規
定により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び(8)の３において「付与データ量」と
いいます。）、指定追加データ量、追加データ量⼜はツ若しくはテの規定により繰越データ量があると
きは、その定額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越デー
タ量を加算した後のデータ量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料
⾦⽉の初⽇の当社が定める時刻までの間（コに規定する申出があったときは、そのことを当社が確
認するまでの間）、そのＸｉの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モー
ドによる通信とする取扱い（以下この欄及び(8)の３において「128k 通信」といいます。）を適⽤し
ます。 

セ〜ニ （略） 
ヌ Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）に係るＸｉ（データＳパックを選択しているものに限りま

す。）の契約者回線に、当社が定める端末設備以外のものが接続されていることを当社が確認した
ときは、当社がその確認をした⽇を含む暦⽉の通信料に 1,500 円を加算します。この場合におい
て、当社は、そのＸｉの契約者が選択しているデータ定額パックに係るデータ量に３ＧＢを当社が
定める⽅法により加算します。 

ネ〜ノ （略） 
 

(8)の３ データ定額パ
ックに係るデータ定額共
有 

ア〜カ （略） 
キ カの規定にかかわらず、シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するとき

は、１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、当社は、共有
対象回線に係る契約者が、共有代表回線と同⼀のシングルパックを選択したものとみなして取扱い
ます。 

ク カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等の定額通信料、(8)の２のアの(イ)に係るデータ通
信料、(8)の２のヌ及び(8)の２のネに規定する⽉間累計額については、共有代表回線との間のデ
ータ定額共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ケ （略） 
コ データ定額共有の開始は、カ⼜はキに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦

⽉からとします。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤しま
す。 
(ア) Ｘｉ契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、カ

⼜はキの規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、
ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 
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(イ) （略）  
コ〜サ （略） 
シ サに規定する定額通信料については⽇割しません。 

 ただし、Ｘｉを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使⽤料
の取扱いに準ずるものとします。 

ス シの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービス
に係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があ
ったときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、
その選択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表
回線の変更があったときはこの限りでありません。 

セ〜タ （略） 
チ 当社は、データ定額パックを選択している契約者から(8)の２のケ⼜は(8)の２のコに規定する申出が

あった場合であって、当該料⾦⽉における共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線
に係る累計課⾦対象データ量の合計が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量を超えるとき
は、その定額上限データ量を超える部分の課⾦対象データ量（ソの規定により 128k 通信の適⽤を
受けている課⾦対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 
ツ 当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場合

のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その廃
⽌のあったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定して
いいただきます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ナの(ウ)、ニの(ウ)⼜はヌの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

テ ツの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属す
る共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者
は、そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただ
きます。 

ト ツの規定により廃⽌のあったＸｉ⼜はＸｉユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌があった
⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から
(8)の２のウ⼜は本欄のカ若しくはキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パッ
クに係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ナ アからトの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ニ アからトの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
 

(ア)〜(ウ) （略）  
ヌ アからトの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 

(イ) （略）  
サ〜シ （略） 
ス シに規定する定額通信料については⽇割しません。 
 ただし、Ｘｉを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使⽤料の

取扱いに準ずるものとします。 
セ スの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービ

スに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択
があったときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信
料を、その選択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 

 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表回
線の変更があったときはこの限りでありません。 

ソ〜チ （略） 
ツ 当社は、データ定額パックを選択している契約者から(8)の２のケ⼜は(8)の２のコに規定する申出

があった場合であって、当該料⾦⽉における共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象
回線に係る累計課⾦対象データ量の合計が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量を超え
るときは、その定額上限データ量を超える部分の課⾦対象データ量（タの規定により 128k 通信の
適⽤を受けている課⾦対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 
テ 当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場

合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、そ
の廃⽌のあったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指
定していいただきます。 

(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ニの(ウ)、ヌの(ウ)⼜はネの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 
ト テの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属

する共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契
約者は、そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決して
いただきます。 

ナ テの規定により廃⽌のあったＸｉ⼜はＸｉユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌があっ
た⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉
から(8)の２のウ⼜は本欄のカ若しくはキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パッ
クに係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ニ アからナの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ヌ アからナの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとしま
す。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ネ アからナの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとしま
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(ア)〜(イ) （略）   

ネ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、(8)の２のア及びタ並びに本欄のサ及び
シの規定により適⽤する定額通信料（(8)の４に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の⽉
極割引の適⽤⼜は(9)に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適⽤を受けていると
きは、その割引を適⽤した後の額）並びにチの規定により適⽤するＸｉデータ通信料の合算額に係
る債務を、共有代表回線及び共有対象回線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係るものを
除きます。）の数に応じて、当社が定める⽅法により均等に分割して請求（以下この欄において「分
割請求」といいます。）します。 

ノ ネに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 
(ア)〜(オ) （略） 

（略） （略） 
 

２ 料⾦額 （略） 
 

第４〜第７ （略） 
 
第２表〜第６表 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す。 
(ア)〜(イ) （略）   

ノ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、(8)の２のア及びタ並びに本欄のシ及び
スの規定により適⽤する定額通信料（(8)の４に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の
⽉極割引の適⽤⼜は(9)に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適⽤を受けてい
るときは、その割引を適⽤した後の額）並びにツの規定により適⽤するＸｉデータ通信料の合算額
に係る債務を、共有代表回線及び共有対象回線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係る
ものを除きます。）の数に応じて、当社が定める⽅法により均等に分割して請求（以下この欄にお
いて「分割請求」といいます。）します。 

ハ ノに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 
(ア)〜(オ) （略） 

（略） （略） 
 

２ 料⾦額 （略） 
 
第４〜第７ （略） 
 
第２表〜第６表 （略） 
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別表１〜別表７ （略） 
 
別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通
話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電
気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
別表１〜別表７ （略） 
 
別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分
(通話モード⼜は64kb/sデジタル通信モードにより国際アウトローミング
に係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグル
ープ 

通話モード 64kb/s デジタ
ル通信モード データ通信モード ショートメッセー

ジ通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 
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オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

トルクメニスタン 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Altyn Asyr TMCell Turkmenistan 12 － Ｂ ○ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

モロッコ王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Orange Maroc （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

トルクメニスタン 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Altyn Asyr TMCell Turkmenistan 12 － △Ｂ ○ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

モロッコ王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Médi Telecom, S.A. （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 
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（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

 
別表９ （略） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 29 年 2 ⽉ 28 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

 
別表９ （略） 
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附 則（平成 29 年１⽉ 27 ⽇経企第 1579 号） 

 （実施期⽇） 
１ この改正規定は、平成 29 年２⽉１⽇から実施します。 

（経過措置） 
２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 
附 則（平成 29 年１⽉ 27 ⽇経企第 1583 号） 

 （実施期⽇） 
１ この改正規定は、平成 29 年１⽉ 30 ⽇から実施します。 
（経過措置） 
２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 
 （その他） 
３ 経企第 1045 号（平成 28 年 10 ⽉ 19 ⽇）の附則第３項を次のように改めます。 
 ３ 削 除 
 （シニア特割キャンペーンの適⽤） 
４ この改正規定実施の⽇から平成 29 年５⽉ 31 ⽇までの間において、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結したと

きであって、基本使⽤料の料⾦種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（料⾦表第１表第
１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る定期契約⼜は⼀般
契約（⾝体障がい者等割引（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(2)に規定するものをいいます。）の適⽤を受
けているものに限ります。）のＸｉが次の(1)から(3)に定める条件を満たしていることを当社が確認した場合は、シニア特割キャンペー
ン（はじめてスマホ割キャンペーン（経企第 677 号（平成 28 年８⽉３⽇）の附則第３項に規定するものをいいます。以下この附
則において同じとします。）の適⽤が開始される⽇（以下この項において「適⽤開始⽇」といいます。）から、適⽤開始⽇を含む暦⽉
の翌暦⽉から起算して 23 暦⽉の間のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプランの基本使⽤料につい
て、それぞれの料⾦⽉に適⽤される基本使⽤料の料⾦種別に応じて、次表に規定する⾦額を減額して適⽤する取り扱いをいいます。
以下この附則において同じとします。）を適⽤します。 

１契約ごとに 
 区        分 割   引   額 

Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ/タブ） ― 

Ｘｉカケホーダイライトプラン 670 円 

(1) はじめてスマホ割キャンペーンの適⽤の申出の承諾を受けていること。 
(2) 第 74 条の２（利⽤者登録）に規定する利⽤者登録の情報が次のいずれかに該当する者であること。 

(ア) 満 60 歳に達した者であって、新たにＸｉ契約を締結する契約者。 
(イ) 新たにＸｉ契約を締結する契約者が指定した満 60 歳に達した者であって、その契約者との関係が親⼦その他当社が別に定

める基準に適合する者。 
   (3) Ｘｉの契約者名義が法⼈（法⼈に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下この附則において同じとします。）以外で
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あること。 
５ 当社は、シニア特割キャンペーンの適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、シニア特割キャンペーンの適

⽤を廃⽌します。 
(1) はじめてスマホ割キャンペーンの廃⽌があったとき。 
(2) 前項第 2 号の規定に該当しなくなったとき（当社が別に定めるときを除きます。）。 
(3) Ｘｉの契約者名義が法⼈となったとき。 

６ 当社は、シニア特割キャンペーンを廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉までの基本使⽤料についてシニア特割キャンペーンの適⽤
対象とします。ただし、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のク、ケ⼜はコの規定により、その廃⽌⽇を含む暦⽉
において、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン以外の基本使⽤料の料⾦種別が適⽤されるとき
は、その廃⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてシニア特割キャンペーンの適⽤対象とします。 

７ 前項の規定によるほか、定期契約の解除と同時に⼀般契約を締結する場合であって、そのＸｉが⾝体障がい者等割引の適⽤を受
けないときは、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料についてシニア特割キャンペーンの適⽤対象とします。 
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Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章 総則 
 
第１条〜第２条 （略） 
（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤  語  の  意  味 
（略） （略） 
７ ＦＯＭＡ契約 当社からＦＯＭＡサービス（ＦＯＭＡユビキタス、ＦＯＭＡ位置情報及びＦＯＭＡ特定

接続を除きます。）の提供を受けるための契約 
（略） （略） 
  
 
 

 

13〜47 （略） （略） 
48 契約者 ＦＯＭＡ契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者⼜はＦＯＭ

Ａ特定接続契約者 
49〜62 （略） （略） 

 
第２章 ＦＯＭＡサービスの種類等 
 

（ＦＯＭＡサービスの種類） 
第４条 ＦＯＭＡサービスには、次の種類があります。 

種   類 内        容 
ＦＯＭＡ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（当社が貸与するＦ

ＯＭＡカードを装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提供するＦＯ
ＭＡサービスであって、ＦＯＭＡユビキタス、ＦＯＭＡ位置情報⼜はＦＯＭＡ特定接続
以外のもの 

（略） （略） 
  

 
 

（略） （略） 
第５条〜第６条 （略） 
 

第３章〜第４章の２ （略） 
 
 

 
第１章 総則 

 
第１条〜第２条 （略） 
（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤  語  の  意  味 
（略） （略） 
７ ＦＯＭＡ契約 当社からＦＯＭＡサービス（ＦＯＭＡユビキタス、ＦＯＭＡ位置情報、ＦＯＭＡプリペイ

ド及びＦＯＭＡ特定接続を除きます。）の提供を受けるための契約 
（略） （略） 
13 ＦＯＭＡプリペイド契約 当社からＦＯＭＡプリペイドの提供を受けるための契約 
14 ＦＯＭＡプリペイド契約

者 
当社とＦＯＭＡプリペイド契約を締結している者 

15〜49 （略） （略） 
50 契約者 ＦＯＭＡ契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡプ

リペイド契約者⼜はＦＯＭＡ特定接続契約者 
51〜64 （略） （略） 

 
第２章 ＦＯＭＡサービスの種類等 
 

（ＦＯＭＡサービスの種類） 
第４条 ＦＯＭＡサービスには、次の種類があります。 

種   類 内        容 
ＦＯＭＡ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（当社が貸与するＦ

ＯＭＡカードを装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提供するＦＯ
ＭＡサービスであって、ＦＯＭＡユビキタス、ＦＯＭＡ位置情報、ＦＯＭＡプリペイド⼜は
ＦＯＭＡ特定接続以外のもの 

（略） （略） 
ＦＯＭＡプリペイド 当社が前払いされた料⾦額に応じた期間において無線基地局設備と契約の申込者が指定

する移動無線装置（当社が貸与するＦＯＭＡカードを装着したものに限ります。）との間
に電気通信回線を設定して提供するＦＯＭＡサービス 

（略） （略） 
第５条〜第６条 （略） 
 

第３章〜第４章の２ （略） 
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第４章の３ 削 除 

 
 
第 25 条 削 除 
 
 
第 26 条 削 除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 27 条 削 除 
 
 
 
 
 
第 28 条 削 除 
 
 
 
 
 
 
第 29 条 削 除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第４章の３ ＦＯＭＡプリペイド契約 

 
（契約の単位） 
第 25 条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＦＯＭＡプリペイド契約を締結します。この場合、ＦＯＭＡプリペイド契約者

は、１のＦＯＭＡプリペイド契約につき１⼈に限ります。 
（ＦＯＭＡプリペイド契約申込みの⽅法等） 
第 26 条 ＦＯＭＡプリペイド契約の申込みをするときは、当社が別に定める⽅法により、契約事務を⾏うＦＯＭＡサービス取扱所に申

し出ていただきます。 
２ ＦＯＭＡプリペイド契約の申込みをするときは、ＦＯＭＡプリペイドの契約者回線との間の通信（当社が別に定めるものを除きま

す。）が可能である期間（以下「利⽤可能期間」といいます。）をあらかじめ選択していただきます。この場合において、利⽤可能期
間は次表のとおりとなります。 

区   分 利⽤可能期間 

タイプＡ 90 ⽇ 

タイプＢ 365 ⽇ 

（ＦＯＭＡプリペイド契約申込の承諾） 
第 27 条 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 
２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 
３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＦＯＭＡプリペイド契約の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) 第 85 条（利⽤に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 
(2) その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。 

（契約者識別番号） 
第 28 条 ＦＯＭＡプリペイドの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利⽤で

きることを保証するものではありません。 
２ 当社は、第 79 条（修理⼜は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、ＦＯＭ

Ａプリペイドの契約者識別番号を変更することがあります。 
３ 前項の規定により、ＦＯＭＡプリペイドの契約者識別番号を変更する場合には、当社が別に定める⽅法により、その旨を周知しま

す。 
（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う利⽤可能期間） 
第 29 条 当社は、料⾦表通則第 21 項（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録）の規定により料⾦の前払い登録があったと

きは、利⽤可能期間を設定します。この場合において、利⽤可能期間は、ＦＯＭＡプリペイド契約に基づいて当社が契約者回線の
提供を開始した⽇から起算します。 

２ ＦＯＭＡプリペイド契約者は、ＦＯＭＡプリペイドの利⽤可能期間が終了したとき、⼜は利⽤可能期間内における通信可能時間
（利⽤可能期間内において、ＦＯＭＡプリペイド契約の契約者回線との間の通信（当社が別に定めるものを除きます。）が可能で
ある時間をいいます。以下同じとします。）が終了したときは、当社が別に定める⽅法により、利⽤可能期間の更新を請求することがで
きます。 

３ ＦＯＭＡプリペイド契約者は、前項の規定により利⽤可能期間の更新を請求するときは、利⽤可能期間をあらかじめ選択していた
だきます。 

４ 当社は、前２項の規定により利⽤可能期間の更新の請求があった場合であって、料⾦表通則第 21 項の規定により料⾦の前払い
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第 30 条 削 除 
 
 
 
 
第 31 条 削 除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 32 条 削 除 
 
 
 
 
 
 

 
第４章の４ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録があったときは、利⽤可能期間を更新します。この場合において、更新された利⽤可能期間は、その前払い登録があった⽇から起
算します。 

（ＦＯＭＡプリペイド契約者が⾏うＦＯＭＡプリペイド契約の解除） 
第 30 条 ＦＯＭＡプリペイド契約者は、ＦＯＭＡプリペイド契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス

取扱所に申し出ていただきます。 
２ 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約の解除があったときは、そのＦＯＭＡプリペイドに係る利⽤可能期間の残⽇数及びその利⽤可能

期間に係る通信可能時間について無効とします。 
（当社が⾏うＦＯＭＡプリペイド契約の解除） 
第 31 条 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約者がその利⽤可能期間が終了した⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内に、第 29 条（ＦＯ

ＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う利⽤可能期間）に規定する利⽤可能期間の更新がされない場合は、そのＦＯＭＡ
プリペイド契約を解除します。 

２ 当社は、第53条の２（ＦＯＭＡプリペイドに係る利⽤停⽌）第３項の規定によりＦＯＭＡプリペイドの利⽤を停⽌されたＦＯＭ
Ａプリペイド契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのＦＯＭＡプリペイド契約を解除することがあります。 

３ 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約者が第 53 条の２第３項の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂⾏に特に著しい
⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡプリペイドの利⽤停⽌をしないでそのＦＯＭＡプリペイド契約を
解除することがあります。 

４ 前３項の規定によるほか、当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約者が料⾦表通則第 21 項（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い
登録）の規定により料⾦の前払い登録を⾏った場合であって、当社がその前払い料⾦の⽀払いの事実を確認できないときは、そのＦ
ＯＭＡプリペイド契約を解除することがあります。 

５ 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約を解除したときは、そのＦＯＭＡプリペイドに係る利⽤可能期間の残⽇数及びその利⽤可能期間
に係る通信可能時間の残時間について無効とします。 

（その他の提供条件） 
第 32 条 当社は、当社が別に定める機能を有する端末設備を使⽤している者に限り、ＦＯＭＡプリペイドを提供します。 
２ 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約の締結に基づいて、第 48 条（ＦＯＭＡカードの貸与）の規定により貸与したＦＯＭＡカードを

現に所持している者をＦＯＭＡプリペイド契約者として取り扱います。 
３ 当社は、ＦＯＭＡプリペイドにおけるその他の提供条件（2in1 利⽤、利⽤の⼀時中断、電話番号保管、契約者の⽒名等の変更

の届出、名義変更、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場
合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第４章の４ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
第５章 付加機能 
 

（付加機能の提供） 
第 45 条 当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下第２項において同じとします。）から請求があった

ときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。この場合において、共⽤ＦＯＭＡに係る契約者は、通話録⾳機
能（別表２に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）に限り、請求することができます。 

２〜５ （略） 
 
 
６〜11 （略） 
（注１） （略） 
（注２）本条第８項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモ

ード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、sp モード機能
（別表２に規定する sp モード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合に限ります。）及び遠隔管理機能とします。 

第 46 条〜第 47 条 （略） 
 

第６章〜第７章 （略）  
 

第８章 利⽤中⽌等 
 
第 51 条〜第 52 条 （略） 
（利⽤停⽌） 
第 53 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か⽉以内で当社が定める期間（そのＦＯＭＡサービスに関する料⾦そ

の他の債務（この約款の規定により、⽀払いを要することとなったＦＯＭＡサービスに関する料⾦⼜は⼯事費若しくは割増⾦等の料
⾦以外の債務をいいます。以下この条、第88 条の４及び第 89条において同じとします。）を⽀払わないときは、その料⾦その他の債
務が⽀払われるまでの間）、そのＦＯＭＡサービスの利⽤を停⽌することがあります。 

 
(1)〜(10) （略） 

２〜３ （略） 
 
第 53 条の２ 削 除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第５章 付加機能 
 

（付加機能の提供） 
第 45 条 当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下第２項において同じとします。）から請求があった

ときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。この場合において、共⽤ＦＯＭＡに係る契約者は、通話録⾳機
能（別表２に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）に限り、請求することができます。 

２〜５ （略） 
６ 第１項の規定にかかわらず、当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約の申込みの際に、ＦＯＭＡプリペイド契約は別表２に規定するプリペ

イドＩＳＰ機能の請求があったものとみなして取り扱います。 
７〜12 （略） 
（注１） （略） 
（注２）本条第９項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモ

ード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、sp モード機能
（別表２に規定する sp モード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合に限ります。）及び遠隔管理機能とします。 

第 46 条〜第 47 条 （略） 
 

第６章〜第７章 （略）  
 

第８章 利⽤中⽌等 
 
第 51 条〜第 52 条 （略） 
（利⽤停⽌） 
第 53 条 当社は、契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者を除きます。以下この条において同じとします。）が次のいずれかに該当するとき

は、６か⽉以内で当社が定める期間（そのＦＯＭＡサービスに関する料⾦その他の債務（この約款の規定により、⽀払いを要するこ
ととなったＦＯＭＡサービスに関する料⾦⼜は⼯事費若しくは割増⾦等の料⾦以外の債務をいいます。以下この条、第 88 条の４及
び第 89 条において同じとします。）を⽀払わないときは、その料⾦その他の債務が⽀払われるまでの間）、そのＦＯＭＡサービスの利
⽤を停⽌することがあります。 
(1)〜(10) （略） 

２〜３ （略） 
（ＦＯＭＡプリペイドに係る利⽤停⽌） 
第 53 条の２ 当社は、ＦＯＭＡプリペイドの利⽤可能期間が終了した場合は、その利⽤を停⽌します。 
２ 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約の利⽤可能期間内に、通信可能時間が終了した場合は、その利⽤を停⽌します。 
３ 当社は、前２項の規定によるほか、ＦＯＭＡプリペイド契約者が第 53 条（利⽤停⽌）第１項第５号から第８号のいずれかに該

当するときは、６ヶ⽉以内で当社が定める期間、そのＦＯＭＡプリペイドの利⽤を停⽌することがあります。 
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第９章 通信 
 

第１節 通信の種類等 
 

（通信の種類等） 
第 54 条 通信には、次の種類があります。 

 ただし、共⽤ＦＯＭＡに係る通信の種類は、通話モード、64kb/s デジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭ
Ａユビキタス（トランシーバプランを除きます。）に係る通信の種類は、パケット通信モード（128k 通信モード及びハイスピードモードを
除きます。）及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡユビキタス（トランシーバプランに限ります。）に係る通信の種類は、トラン
シーバ通信モードに、ＦＯＭＡ位置情報に係る通信の種類は、ショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡ特定接続に係る通信の種
類はパケット通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限ります。 
 

表 （略） 
２〜４ （略） 

（注１）（略） 
（注２）定額データプラン（料⾦表第１表第１の(1)に規定するものをいい、特定接続事業者の契約約款等に規定するＦＯＭＡ

特定接続に係る料⾦がこれに相当するものと当社が認めるものを含みます。）を選択している場合⼜はパケット定額（料⾦表第
１表第３の(7)の２に規定するものをいいます。）を選択している場合は、通信のふくそうの状況により、定額データプラン及びパ
ケット定額を選択していない場合と⽐べ、⼀定期間内においてその契約者回線から⾏ったパケット通信モードによる通信に係るデ
ータ量に応じてパケット通信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。 

 
（注３）（略） 

第 55 条〜第 56 条 （略） 
 
第 57 条 削 除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 58 条 （略） 
 
 

 
第９章 通信 
 

第１節 通信の種類等 
 

（通信の種類等） 
第 54 条 通信には、次の種類があります。 

 ただし、共⽤ＦＯＭＡに係る通信の種類は、通話モード、64kb/s デジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭ
Ａユビキタス（トランシーバプランを除きます。）に係る通信の種類は、パケット通信モード（128k 通信モード及びハイスピードモードを
除きます。）及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡユビキタス（トランシーバプランに限ります。）に係る通信の種類は、トラン
シーバ通信モードに、ＦＯＭＡ位置情報に係る通信の種類は、ショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡプリペイドに係る通信の種
類は、パケット通信モードに、ＦＯＭＡ特定接続に係る通信の種類はパケット通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限りま
す。 

表 （略） 
２〜４ （略） 

（注１）（略） 
（注２）ＦＯＭＡプリペイド契約を締結している場合、定額データプラン（料⾦表第１表第１の(1)に規定するものをいい、特定接

続事業者の契約約款等に規定するＦＯＭＡ特定接続に係る料⾦がこれに相当するものと当社が認めるものを含みます。）を
選択している場合⼜はパケット定額（料⾦表第１表第３の(7)の２に規定するものをいいます。）を選択している場合は、通信
のふくそうの状況により、ＦＯＭＡプリペイド契約を締結していない場合並びに定額データプラン及びパケット定額を選択していな
い場合と⽐べ、⼀定期間内においてその契約者回線から⾏ったパケット通信モードによる通信に係るデータ量に応じてパケット通
信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。 

（注３）（略） 
第 55 条〜第 56 条 （略） 
（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う通信可能時間） 
第 57 条 当社は、第 29 条（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う利⽤可能期間）の規定により設定⼜は更新された

利⽤可能期間に応じて、そのＦＯＭＡプリペイド契約に係る利⽤可能期間に係る通信可能時間を次表のとおり定めます。 
ＦＯＭＡプリペイドの利⽤可
能期間の区分 

通信可能時間 

タイプＡ 128k 通信モードに係るもの 20 時間 

タイプＢ 

(1) (2)以外のもの 3 時間 

(2) 128k 通信モードに係るもの 100 時間 

２ 第 29 条（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う利⽤可能期間）の規定により設定⼜は更新された利⽤可能期間
が終了した⼜は更新されたときは、終了した利⽤可能期間⼜は更新される前の利⽤可能期間における通信可能時間の残時間は無
効とします。 

第 58 条 （略） 
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第２節 通信利⽤の制限 

 
（通信利⽤の制限） 
第 59 条 ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、回線卸ＦＯＭＡ、及び回線卸Ｘｉ（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをい

います。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合にお
いて、当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若し
くは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とす
る通信を優先的に取り扱うため、別表６（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供しているＦＯＭＡ（当社がそ
れらの機関との協議により定めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置（特定の地域の契約者回線等への
通信を中⽌する措置を含みます｡)をとることがあります。 

２〜５ （略） 
６ 当社は、第１項から第４項の規定によるほか、基本使⽤料の料⾦種別が定額データプラン（料⾦表第１表第１の(1)に規定する

ものをいい、特定接続事業者の契約約款等に規定するＦＯＭＡ特定接続に係る料⾦がこれに相当するものと当社が認めるものを含
みます。）のＦＯＭＡサービスの通信（パケット通信モードに限ります。）に関して、次の措置をとることがあります。 

 
(1)〜(7) 

７〜９ （略） 
（注） （略） 
（通信の切断） 
第 59 条の２ 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。 
２ （略） 
 
 
 
第 60 条 （略） 
 
 

第３節 通信時間等の測定等 
 

（通信時間等の測定等） 
第61条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双⽅の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻

から起算し、発信者⼜は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にし
た時刻（第 59 条の２（通信の切断）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします｡)までの経過時間とし、当社の
機器（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします｡)により測定します。 

２〜３ （略） 
 
 
 

   
 
 

 
第２節 通信利⽤の制限 

 
（通信利⽤の制限） 
第 59 条 ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、回線卸ＦＯＭＡ、及び回線卸Ｘｉ（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをい

います。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合にお
いて、当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若し
くは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とす
る通信を優先的に取り扱うため、別表６（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供しているＦＯＭＡ（当社がそ
れらの機関との協議により定めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置（特定の地域の契約者回線等への
通信を中⽌する措置を含みます｡)をとることがあります。 

２〜５ （略） 
６ 当社は、第１項から第４項の規定によるほか、基本使⽤料の料⾦種別が定額データプラン（料⾦表第１表第１の(1)に規定する

ものをいい、特定接続事業者の契約約款等に規定するＦＯＭＡ特定接続に係る料⾦がこれに相当するものと当社が認めるものを含
みます。）のＦＯＭＡサービスの通信（パケット通信モードに限ります。）及びＦＯＭＡプリペイドの通信に関して、次の措置をとるこ
とがあります。 
(1)〜(7) 

７〜９ （略） 
（注） （略） 
（通信の切断） 
第 59 条の２ 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。 
２ （略） 
３ 当社は、前２項の規定によるほか、ＦＯＭＡプリペイドの利⽤可能期間内における契約者回線との間の通信の利⽤が、第 57 条

（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う通信可能時間）に規定するＦＯＭＡプリペイドの利⽤可能期間の区分に応
じたそれぞれの通信可能時間を超えたことを確認したときは、その通信を切断します。 

第 60 条 （略） 
 
 

第３節 通信時間等の測定等 
 

（通信時間等の測定等） 
第61条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双⽅の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻

から起算し、発信者⼜は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にし
た時刻（第 59 条の２（通信の切断）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします｡)までの経過時間とし、当社の
機器（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします｡)により測定します。 

２〜３ （略） 
４ 前２項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡプリペイド契約の契約者回線との間のパケット通信モードに係る通信時間は、セッションの設

定の開始時刻から起算し、そのセッションの切断があった時刻（第 59 条の２（通信の切断）の規定により当社が通信を切断したと
きは、その時刻とします。）までの経過時間とし、当社の機器により測定します。この場合において、通信時間の測定は分単位で⾏うも
のとし、通信時間のうち１分に満たない部分は１分として測定します。 

５ 当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約の利⽤可能期間内において、契約者回線との間のパケット通信モードによる通信を⾏う都度、その
通信に係る通信時間を第 57 条（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う通信可能時間）の規定により設定された通
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４〜５ （略） 
 

第４節 （略） 
 

第 10 章 料⾦等 
 

第１節 （略）  
 

第２節 料⾦等の⽀払義務 
 

（基本使⽤料等の⽀払義務） 
第 64 条 ＦＯＭＡ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した⽇から起算して契約の解除があった⽇の前⽇

までの期間（提供を開始した⽇と解除があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、料⾦表第１表第１（基
本使⽤料）及び第６（ユニバーサルサービス料）に規定する料⾦の⽀払いを、付加機能の提供を開始した⽇から起算して付加機
能の廃⽌があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と廃⽌があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、
料⾦表第１表第２（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
 ただし、料⾦表第１表（料⾦）及び別表２ (付加機能) に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２〜３ （略） 
第 65 条〜第 68 条 （略） 
（請求書等の発⾏に関する料⾦の⽀払義務） 
第 68 条の２ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が

指定するＦＯＭＡ契約者を除きます。）は、ＦＯＭＡサービスの利⽤に係る請求書等の発⾏を受けたときは、料⾦表第１表第７
（請求書等の発⾏に関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

第 69 条 （略） 
 

第３節〜第４節 （略） 
 
第５節 預託⾦ 

 
（預託⾦） 
第 72 条 ＦＯＭＡ契約を締結しようとする者⼜は⼀般契約若しくは定期契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする

者は、次の場合には、ＦＯＭＡサービスの利⽤に先⽴って（名義変更の場合はその承諾に先⽴って）預託⾦を預け⼊れていただくこ
とがあります。 
(1)〜(4) （略） 

２〜４ （略） 
 
 
 
 
 
 

信可能時間の残時間から差し引きます。 
６〜７ （略） 
 

第４節 （略） 
 

第 10 章 料⾦等 
 

第１節 （略）  
 

第２節 料⾦等の⽀払義務 
 

（基本使⽤料等の⽀払義務） 
第 64 条 ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者を除きます。）は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した

⽇から起算して契約の解除があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とし
ます。）について、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）及び第６（ユニバーサルサービス料）に規定する料⾦の⽀払いを、付加機
能の提供を開始した⽇から起算して付加機能の廃⽌があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と廃⽌があった⽇が同⼀の⽇
である場合は、１⽇間とします。）について、料⾦表第１表第２（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
 ただし、料⾦表第１表（料⾦）及び別表２ (付加機能) に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２〜３ （略） 
第 65 条〜第 68 条 （略） 
（請求書等の発⾏に関する料⾦の⽀払義務） 
第 68 条の２ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者、ＦＯＭＡ

特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きます。）は、ＦＯＭＡサービスの利⽤に係る請求書等の発⾏を受け
たときは、料⾦表第１表第７（請求書等の発⾏に関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

第 69 条 （略） 
 

第３節〜第４節 （略） 
 

第５節 預託⾦ 
 
（預託⾦） 
第 72 条 ＦＯＭＡ契約（ＦＯＭＡプリペイド契約を除きます。以下この条において同じとします。）を締結しようとする者⼜は⼀般契

約若しくは定期契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、ＦＯＭＡサービスの利⽤に先⽴って
（名義変更の場合はその承諾に先⽴って）預託⾦を預け⼊れていただくことがあります。 
(1)〜(4) （略） 

２〜４ （略） 
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第６節 割増⾦及び延滞利息 

第 73 条 （略） 
（延滞利息） 
第 74 条 契約者は、料⾦その他の債務（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第 75 条に規定するもの

をいいます。）へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。）について⽀払期⽇を経過してもな
お⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞
利息として⽀払っていただきます。 
 ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して 15 ⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りでありません。 

２ 当社は、前項に規定する延滞利息の⽀払い義務の適⽤を受けているＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位
置情報契約について、契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きます。）がそのＦＯＭＡ
契約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位置情報契約に基づき⽀払うべき料⾦その他の債務がないときは、そのＦＯＭＡ契
約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位置情報契約に係る延滞利息の⽀払い義務を適⽤しない場合があります。 

 
 

第７節 債権の譲渡等 
 
（債権の譲渡等） 
第 75 条 ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きます。以下この条において同じ

とします。）は、当社がＦＯＭＡサービスに係る料⾦その他の債務（この約款に規定する料⾦⼜は⼯事費若しくは割増⾦等の料⾦
以外の債務をいいます。）に係る債権を、当社が定める第三者（以下「請求事業者」といいます。）に譲渡することを承認していただ
きます。この場合において、当社及び請求事業者は、ＦＯＭＡ契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとしま
す。 

２〜３ （略） 
第 76 条 （略） 
 

第 11 章〜第 12 章 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第６節 割増⾦及び延滞利息 

第 73 条 （略） 
（延滞利息） 
第 74 条 契約者は、料⾦その他の債務（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第 75 条に規定するもの

をいいます。）へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。）について⽀払期⽇を経過してもな
お⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞
利息として⽀払っていただきます。 
 ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して 15 ⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りでありません。 

２ 当社は、前項に規定する延滞利息の⽀払い義務の適⽤を受けているＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位
置情報契約について、契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者、ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除
きます。）がそのＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位置情報契約に基づき⽀払うべき料⾦その他の債務がない
ときは、そのＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位置情報契約に係る延滞利息の⽀払い義務を適⽤しない場合
があります。 

 
第７節 債権の譲渡等 

 
（債権の譲渡等） 
第 75 条 ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者、ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きま

す。以下この条において同じとします。）は、当社がＦＯＭＡサービスに係る料⾦その他の債務（この約款に規定する料⾦⼜は⼯事
費若しくは割増⾦等の料⾦以外の債務をいいます。）に係る債権を、当社が定める第三者（以下「請求事業者」といいます。）に譲
渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、ＦＯＭＡ契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の
請求を省略するものとします。 

２〜３ （略） 
第 76 条 （略） 
 

第 11 章〜第 12 章 （略） 
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第 13 章 雑則 

 
第 81 条の２〜第 82 条の２ 
第 82 条の３ ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者（トランシーバプランに限ります。）及び

ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。）は、当社が定める⽅法により、位置の測定に係るアシスト情報（その契約者回線に接続さ
れている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとしま
す。）の受信をすることができます。 

２〜３ （略） 
第 82 条の４〜第 86 条 （略） 
（当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 
第 87 条 ＦＯＭＡ契約（ＦＯＭＡ位置情報契約及びＦＯＭＡ特定接続契約を除きます。以下この条において同じとします。）の

申込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 
 ただし、次の場合は、この限りでありません。 
 
(1)〜(6) （略） 

２〜３ （略） 
第 88 条 （略） 
（国際アウトローミングの利⽤等） 
第 88 条の２ ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じ

とします。）は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング（別表９に定
める外国の電気通信事業者が、ＦＯＭＡカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サー
ビスをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２〜14 （略） 
（注） （略） 
（無線ＩＰアクセスサービスの利⽤等） 
第 88 条の３ ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じ

とします。）は、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能（ライトプランに係るものを除きます。以下この条において同じとしま
す。）、ビジネス mopera インターネット機能⼜は sp モード機能の提供を受けているときは、無線ＩＰアクセスサービス（当社の無線
ＩＰ通信網を使⽤して提供する電気通信サービスであって、moperaU 機能、ビジネス mopera インターネット機能⼜は sp モード機
能を利⽤するためのものをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２〜10 （略） 
（利⽤者登録） 
第 88 条の４ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が定める⽅法

により、その契約に係るＦＯＭＡサービスを主に利⽤する者の登録（以下「利⽤者登録」といいます。）を⾏うことができます。この場
合において、利⽤者登録により当社に登録される者（以下「登録利⽤者」といいます。）の情報は、登録利⽤者の⽒名及び⽣年⽉
⽇とします。 

２〜10 （略） 
（注） （略） 
第 88 条の５〜第 91 条の２ （略） 
(番号えらべるサービスの利⽤) 
第 91 条の３ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、番号えらべるサービ

 
第 13 章 雑則 

 
第 81 条の２〜第 82 条の２ 
第82条の３ ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者（トランシーバプランに限ります。）、ＦＯ

ＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。）は、当社が定める⽅法により、位置の測定に係るアシスト情報
（その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。
以下この条において同じとします。）の受信をすることができます。 

２〜３ （略） 
第 82 条の４〜第 86 条 （略） 
（当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 
第 87 条 ＦＯＭＡ契約（ＦＯＭＡ位置情報契約、ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約を除きます。以下この

条において同じとします。）の申込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契
約を締結したこととなります。 
 ただし、次の場合は、この限りでありません。 
(1)〜(6) （略） 

２〜３ （略） 
第 88 条 （略） 
（国際アウトローミングの利⽤等） 
第 88 条の２ ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きま

す。以下この条において同じとします。）は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際ア
ウトローミング（別表９に定める外国の電気通信事業者が、ＦＯＭＡカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設
定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２〜14 （略） 
（注） （略） 
（無線ＩＰアクセスサービスの利⽤等） 
第 88 条の３ ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きま

す。以下この条において同じとします。）は、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能（ライトプランに係るものを除きます。
以下この条において同じとします。）、ビジネス mopera インターネット機能⼜は sp モード機能の提供を受けているときは、無線ＩＰア
クセスサービス（当社の無線ＩＰ通信網を使⽤して提供する電気通信サービスであって、moperaU 機能、ビジネス mopera インタ
ーネット機能⼜は sp モード機能を利⽤するためのものをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２〜10 （略） 
（利⽤者登録） 
第 88 条の４ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとし

ます。）は、当社が定める⽅法により、その契約に係るＦＯＭＡサービスを主に利⽤する者の登録（以下「利⽤者登録」といいま
す。）を⾏うことができます。この場合において、利⽤者登録により当社に登録される者（以下「登録利⽤者」といいます。）の情報
は、登録利⽤者の⽒名及び⽣年⽉⽇とします。 

２〜10 （略） 
（注） （略） 
第 88 条の５〜第 91 条の２ （略） 
(番号えらべるサービスの利⽤) 
第 91 条の３ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとし
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ス（当社が定める所属ＦＯＭＡサービス取扱所において、ＦＯＭＡ契約の申込みの承諾を受けた際に、当社が付与する契約者識
別番号の⼀部に関する希望を、当社が定める数以内で申し出ることができるサービスをいいます。以下同じとします。）を利⽤すること
ができます。 

２〜３ （略） 
（注） （略） 
第 91 条の４ （略） 
（おまかせロック等） 
第 91 条の５ 契約者 (共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定

接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、おまかせロック（契約者からの請求により、端末設備（当社が定める
ものに限ります。以下この条において同じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号及びＦＯＭＡカード（当社が定めるものに
限ります。以下この条において同じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号を、その契約者に係る契約者回線に送出するサー
ビスをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２〜８ （略） 
（注） （略） 
第 91 条の６〜第 93 条 （略） 
 

第 14 章 その他のサービス 
 
（相互接続番号案内） 
第 94 条 契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。）は、当社

が別に定める協定事業者（以下「番号案内事業者」といいます。）が提供する電話番号等（ＦＯＭＡ及びワイドスター通信サービ
スの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。）の案内（以下「相互接
続番号案内」といいます。）を利⽤することができます。 

（注） （略） 
第 95 条 （略） 
（時報サービス） 
第 96 条 契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契

約者を除きます。）は、次の規定により時報サービスを利⽤することができます。 
表 （略） 
２〜４ （略） 
（注） （略） 
第 97 条〜第 97 条の４ （略） 
（料⾦明細内訳書の発⾏等） 
第 98 条 当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、その契約者に係るＦＯＭＡサービス、国際アウトローミング（料⾦表４表

の１（適⽤）の(7)に規定する対象通信に係るものを除きます。以下この条において同じとします。）⼜は無線ＩＰアクセスサービス
の通信料⾦明細内訳書を発⾏します。 

２〜８ （略） 
（注） （略） 
第 98 条の２〜第 98 条の３ （略） 
（⽀払証明書等の発⾏） 
第 99 条 当社は、契約者等（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社がその債権を譲渡したＦＯＭＡサービスに係る者を除

きます。以下この条において同じとします。）から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのＦＯＭＡサービスに関する料

ます。）は、番号えらべるサービス（当社が定める所属ＦＯＭＡサービス取扱所において、ＦＯＭＡ契約の申込みの承諾を受けた
際に、当社が付与する契約者識別番号の⼀部に関する希望を、当社が定める数以内で申し出ることができるサービスをいいます。以
下同じとします。）を利⽤することができます。 

２〜３ （略） 
（注） （略） 
第 91 条の４ （略） 
（おまかせロック等） 
第 91 条の５ 契約者 (共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡプリペイド

契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、おまかせロック（契約者からの請求によ
り、端末設備（当社が定めるものに限ります。以下この条において同じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号及びＦＯＭ
Ａカード（当社が定めるものに限ります。以下この条において同じとします。）の⼀部の機能を停⽌するための信号を、その契約者に係
る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じとします。）を利⽤することができます。 

２〜８ （略） 
（注） （略） 
第 91 条の６〜第 93 条 （略） 
 

第 14 章 その他のサービス 
 
（相互接続番号案内） 
第 94 条 契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契

約者を除きます。）は、当社が別に定める協定事業者（以下「番号案内事業者」といいます。）が提供する電話番号等（ＦＯＭ
Ａ及びワイドスター通信サービスの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとしま
す。）の案内（以下「相互接続番号案内」といいます。）を利⽤することができます。 

（注） （略） 
第 95 条 （略） 
（時報サービス） 
第 96 条 契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契

約者を除きます。）は、次の規定により時報サービスを利⽤することができます。 
表 （略） 
２〜４ （略） 
（注） （略） 
第 97 条〜第 97 条の４ （略） 
（料⾦明細内訳書の発⾏等） 
第 98 条 当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、その契約者に係るＦＯＭＡサービス（ＦＯＭＡプリペイドに係るものを除

きます。以下この条において同じとします。）、国際アウトローミング（料⾦表４表の１（適⽤）の(7)に規定する対象通信に係るも
のを除きます。以下この条において同じとします。）⼜は無線ＩＰアクセスサービスの通信料⾦明細内訳書を発⾏します。 

２〜８ （略） 
（注） （略） 
第 98 条の２〜第 98 条の３ （略） 
（⽀払証明書等の発⾏） 
第 99 条 当社は、契約者等（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社がその債権を譲渡したＦＯＭＡサービスに係る者を除

きます。以下この条において同じとします。）から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのＦＯＭＡサービス（ＦＯＭ
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⾦その他の債務（この約款の規定により、⽀払いを要することとなった料⾦、⼯事費⼜は割増⾦等の料⾦以外の債務をいいます。以
下この条において同じとします。）が既に当社に⽀払われた旨の証明書（以下「⽀払証明書」といいます。）を発⾏します。 

 
２ 当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのＦＯＭＡ契約に係る預託⾦が当社に預け

⼊れされている旨の証明書（以下「預託⾦預り証明書」といいます。）を発⾏します。 
３ 当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続者を除きます。）から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのＦＯＭＡサ

ービスに係る次の契約に関する事項の証明書（以下「契約事項証明書」といいます。）を発⾏します。 
 ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。 
 
(1)〜(3) （略） 

４ （略） 
（回収代⾏等の承諾等） 
第 100 条 ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとし

ます。）は、有料情報サービス（ＦＯＭＡ等を利⽤して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとし
ます。）を利⽤したときのその有料情報サービスの料⾦（有料情報サービスの利⽤の際に通知される料⾦をいい、その契約者回線の
契約者以外の者が利⽤したものを含みます。以下同じとします。）について、その有料情報等を提供する者（以下「情報提供者」と
いいます。）が、当社によるその料⾦の回収代⾏について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の代理⼈としてその料
⾦を回収することを承諾していただきます。 

２〜８ （略） 
（注） （略） 
第 100 条の２ （略） 
（協定事業者が提供する電報サービスの利⽤等） 
第 101 条 契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定接

続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービ
スを利⽤することができます。 

２〜５ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａプリペイドを除きます。）に関する料⾦その他の債務（この約款の規定により、⽀払いを要することとなった料⾦、⼯事費⼜は割増
⾦等の料⾦以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）が既に当社に⽀払われた旨の証明書（以下「⽀払証明書」
といいます。）を発⾏します。 

２ 当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者を除きます。）から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その
ＦＯＭＡ契約に係る預託⾦が当社に預け⼊れされている旨の証明書（以下「預託⾦預り証明書」といいます。）を発⾏します。 

３ 当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続者を除きます。）から請求があったときは、当社の
帳簿に基づき、そのＦＯＭＡサービスに係る次の契約に関する事項の証明書（以下「契約事項証明書」といいます。）を発⾏しま
す。 
 ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。 
(1)〜(3) （略） 

４ （略） 
（回収代⾏等の承諾等） 
第 100 条 ＦＯＭＡ契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きま

す。以下この条において同じとします。）は、有料情報サービス（ＦＯＭＡ等を利⽤して有料で情報等の提供を受けることができるサ
ービスをいいます。以下同じとします。）を利⽤したときのその有料情報サービスの料⾦（有料情報サービスの利⽤の際に通知される料
⾦をいい、その契約者回線の契約者以外の者が利⽤したものを含みます。以下同じとします。）について、その有料情報等を提供す
る者（以下「情報提供者」といいます。）が、当社によるその料⾦の回収代⾏について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報
提供者の代理⼈としてその料⾦を回収することを承諾していただきます。 

２〜８ （略） 
（注） （略） 
第 100 条の２ （略） 
（協定事業者が提供する電報サービスの利⽤等） 
第 101 条 契約者（共⽤ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者、ＦＯＭＡプリペイド契

約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が別に定める協定事業者の契約約
款の規定に基づく電報サービスを利⽤することができます。 

２〜５ （略） 
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料⾦表 
通則 
１ （略） 
２ 当社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本使⽤料等は暦⽉、通信料は料⾦⽉に従って計算します。 

ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。 
 
 
（注） （略） 
３〜４ （略） 
５ 当社は、ＦＯＭＡサービスに係る通信に関する料⾦については、通信の種類等ごとに合計した額により、⽀払いを請求します。 
 
６〜19 （略） 
（料⾦等の⽀払い） 
20 契約者は、料⾦及び⼯事費について、第 22 項に規定する場合を除き、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場合に

おいて、契約者は、その料⾦及び⼯事費（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きま
す。）について、当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所⼜は⾦融機関等において⽀払っていただきます。 

 
21 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
22〜24 （略） 
（注）当社は、第 24 項の規定により料⾦等の減免を⾏ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取扱所に掲⽰する等の⽅法により、その

旨を周知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
料⾦表 
通則 
１ （略） 
２ 当社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本使⽤料等（別表２（付加機能）に規定するプリペイドＩＳＰ機能

に係る付加機能使⽤料を除きます。）は暦⽉、通信料（ＦＯＭＡプリペイドの契約者回線との間の通信に関する料⾦を除きま
す。）は料⾦⽉に従って計算します。 

ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。 
（注） （略） 
３〜４ （略） 
５ 当社は、ＦＯＭＡサービスに係る通信に関する料⾦（ＦＯＭＡプリペイドに係るものを除きます。）については、通信の種類等ごと

に合計した額により、⽀払いを請求します。 
６〜19 （略） 
（料⾦等の⽀払い） 
20 契約者は、料⾦（別表２に規定するプリペイドＩＳＰ機能に係る付加機能使⽤料及びＦＯＭＡプリペイドの契約者回線との間

の通信に関する料⾦を除きます。）及び⼯事費について、第 25 項に規定する場合を除き、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただき
ます。この場合において、契約者は、その料⾦及び⼯事費（第 75 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡し
たものを除きます。）について、当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所⼜は⾦融機関等において⽀払っていただきます。 

21 （略） 
（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録） 
22 ＦＯＭＡプリペイド契約者は、ＦＯＭＡプリペイドの利⽤に先⽴って、第 26 条（ＦＯＭＡプリペイド契約申込みの⽅法等）⼜は

第 29 条（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う利⽤可能期間）の規定により選択した⼜は更新を請求した利⽤可
能期間の区分に応じて、第１表第２（付加機能使⽤料）の２（料⾦額）の２－２に規定するプリペイドＩＳＰ機能に係る付加
機能使⽤料、及び第１表第３（通信料）の２（料⾦額）の２－３に規定するＦＯＭＡプリペイドに係る通信料に関する料⾦の
前払い登録をしていただきます。 

23 前項に規定する料⾦の前払い登録は、当社が別に定める⽅法により⾏っていただきます。 
24 前２項の規定により⽀払われた前払い料⾦は、利⽤の有無にかかわらず返還しません。 
25〜27 （略） 
（注） 当社は、第27項の規定により料⾦等の減免を⾏ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取扱所に掲⽰する等の⽅法により、その

旨を周知します。 
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第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 

 
第１ （略） 
 
第２ 付加機能使⽤料 
 

１ 適⽤ 
付  加  機  能  使  ⽤  料  の  適  ⽤ 

（略） （略） 
(12) 削 除 
 
 
 
 
 
（略） （略） 
 
２ 料⾦額 

２－１ ２－２以外のもの 
表 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 

 
第１ （略） 
 
第２ 付加機能使⽤料 
 

１ 適⽤ 
付  加  機  能  使  ⽤  料  の  適  ⽤ 

（略） （略） 
(12) プリペイドＩＳ

Ｐ機能に係る付
加機能使⽤料の
適⽤ 

ア プリペイドＩＳＰ機能に係る付加機能使⽤料については、第 26 条（ＦＯＭＡプリペイド契約申込
みの⽅法等）⼜は第 29 条（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う利⽤可能期
間）の規定により選択した⼜は更新を請求した利⽤可能期間に応じて、２（料⾦額）に規定する
額を適⽤します。 

イ プリペイドＩＳＰ機能に係る付加機能使⽤料については、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及
び第４項の規定にかかわらず、⽇割しません。 

（略） （略） 
 
２ 料⾦額 

２－１ ２－２以外のもの 
表 （略） 
 

２－２ プリペイドＩＳＰ機能に係るもの 
１の利⽤可能期間ごとに 

ＦＯＭＡプリペイドの利⽤
可能期間の区分 

料    ⾦    額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

タイプＡ 143 円(154.44 円) 
タイプＢ 572 円(617.76 円) 
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第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

通  信  料  の  適  ⽤ 
(1) 通信の条件 ア〜カ （略） 

キ 128k 通信モードによる通信は、基本使⽤料の料⾦種別が定額データプラン 128ＫのＦＯＭＡに
係るものである場合、(7)の２に規定するパケット定額若しくは(7)の３に規定するデータ定額パックの
適⽤を受けている場合に限り、⾏うことができます。 

ク 128k 通信モードによる通信の接続先は、当社が定めるものに限ります。 
 
ケ〜ヒ （略） 
（注） （略） 

（略） （略） 
(7)の４ データ通信

モードの定額通信
料に係るのデータ
定額共有 

ア〜カ （略） 
 
 
 
 
キ カの規定により選択したシングルパック等の定額通信料については、共有代表回線との間のデータ定

額共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 
ク （略） 
ケ データ定額共有の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉からと

します。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤しま
す。 
(ア) 第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、

ニの規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯ
ＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) （略）  
コ〜サ （略） 
シ サに規定する定額通信料については⽇割しません。 

 ただし、ＦＯＭＡを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基
本使⽤料の取扱いに準ずるものとします。 

ス シの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サ
ービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選
択があったときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信
料を、その選択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表
回線の変更があったときはこの限りでありません。 

セ〜チ （略） 
ツ 当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった

場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、

 
第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

通  信  料  の  適  ⽤ 
(1) 通信の条件 ア〜カ （略） 

キ 128k 通信モードによる通信は、基本使⽤料の料⾦種別が定額データプラン 128ＫのＦＯＭＡに
係るものである場合、(7)の２に規定するパケット定額若しくは(7)の３に規定するデータ定額パックの
適⽤を受けている場合⼜はＦＯＭＡプリペイド契約を締結している場合に限り、⾏うことができます。 

ク 128k 通信モードによる通信（ＦＯＭＡプリペイドに係るものを除きます。）の接続先は、当社が定
めるものに限ります。 

ケ〜ヒ （略） 
（注） （略） 

（略） （略） 
(7)の４ データ通信

モードの定額通信
料に係るのデータ
定額共有 

ア〜カ （略） 
キ カの規定にかかわらず、シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するとき

は、１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、当社は、共有対
象回線（限定利⽤プランに係るＦＯＭＡを除きます。）に係る契約者が、共有代表回線と同⼀の
シングルパックを選択したものとみなして取扱います。 

ク カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等の定額通信料については、共有代表回線との間のデ
ータ定額共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ケ （略） 
コ データ定額共有の開始は、カ⼜はキに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉

からとします。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤しま
す。 
(ア) 第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、

ヌの規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯ
ＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) （略）  
サ〜シ （略） 
ス シに規定する定額通信料については⽇割しません。 

 ただし、ＦＯＭＡを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基
本使⽤料の取扱いに準ずるものとします。 

セ スの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サ
ービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選
択があったときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信
料を、その選択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表
回線の変更があったときはこの限りでありません。 

ソ〜ツ （略） 
テ 当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった

場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、
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その廃⽌のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回
線を指定していいただきます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ナの(ウ)、ニの(ウ)⼜はヌの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

テ ツの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属す
る共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者
は、そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただ
きます。 

ト ツの規定により廃⽌のあったＦＯＭＡ⼜はＦＯＭＡユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃
⽌があった⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌
料⾦⽉から(7)の３のウ、カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パッ
クに係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ナ ウからトの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ニ ウからトの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ヌ ウからトの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ネ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、(7)の３のア及びタ並びに本欄のサ及び
シの規定により適⽤する定額通信料（(7)の５に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の⽉
極割引の適⽤⼜は(7)の６に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適⽤を受けてい
るときは、その割引を適⽤した後の額）及びツの規定により適⽤するＦＯＭＡデータ通信料の合算
額に係る債務を、共有代表回線及び共有対象回線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係
るものを除きます。）の数に応じて、当社が定める⽅法により均等に分割して請求（以下この欄にお
いて「分割請求」といいます。）します。 

ノ ネに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 
(ア)〜(オ) （略） 

（略） （略） 
(9)の４ 削 除 
 
 
 
 
（略） （略） 

 
 
 
 
 
 

その廃⽌のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回
線を指定していいただきます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ニの(ウ)、ヌの(ウ)⼜はネの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

ト テの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属す
る共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者
は、そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただ
きます。 

ナ テの規定により廃⽌のあったＦＯＭＡ⼜はＦＯＭＡユビキタスが共有対象回線であるときは、その
廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の
翌料⾦⽉から(7)の３のウ、カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パッ
クに係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ニ ウからナの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ヌ ウからナの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ネ ウからナの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ノ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、(7)の３のア及びタ並びに本欄のシ及びス
の規定により適⽤する定額通信料（(7)の５に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の⽉極
割引の適⽤⼜は(7)の６に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適⽤を受けている
ときは、その割引を適⽤した後の額）及びツの規定により適⽤するＦＯＭＡデータ通信料の合算額
に係る債務を、共有代表回線及び共有対象回線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係る
ものを除きます。）の数に応じて、当社が定める⽅法により均等に分割して請求（以下この欄におい
て「分割請求」といいます。）します。 

ハ ノに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 
(ア)〜(オ) （略） 

（略） （略） 
(9)の４ ＦＯＭＡ

プリペイドにおける
通信料の適⽤ 

ＦＯＭＡプリペイドのパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する
料⾦（他社相互接続通信に係る料⾦等通信料に合算して請求するものであって当社が別に定めるも
のを含みます。）については、第 26 条（ＦＯＭＡプリペイド契約申込みの⽅法等）⼜は第 29 条
（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前払い登録に伴う利⽤可能期間）の規定により選択した⼜は更
新を請求した利⽤可能期間に応じて、２（料⾦額）に規定する額を適⽤します。 

（略） （略） 
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２ 料⾦額 

 
２－１〜２－２ （略） 
 
２－３ パケット通信モードに係るもの 

(1)  (2)以外のもの 
ア〜ウ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) （略） 

２－３〜２－５ （略） 
 

 
第４ （略） 
 
第５ ⼿続きに関する料⾦ 

１ （略） 
２ 料⾦額 

２－１ ２－２以外のもの 

料 ⾦ 種 別 単  位 
料 ⾦ 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

(1) 契約事務⼿数料 （略） （略） （略） 
 
 
 

  

（略） （略） （略） 
２－２ （略） 

 
第６〜第７ （略） 
 
第２表〜第７表 （略） 

 
２ 料⾦額 

 
２－１〜２－２ （略） 
 
２－３ パケット通信モードに係るもの 

(1)  (2)以外のもの 
ア〜ウ （略） 
エ ＦＯＭＡプリペイドに係るもの 

１の利⽤可能期間ごとに 
ＦＯＭＡプリペイドの利⽤

可能期間の区分 
料    ⾦    額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

タイプＡ 791 円(  854.28 円) 
タイプＢ 4,171 円(4,504.68 円) 

（注１）エの表に規定する料⾦額は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料⾦が含まれており、ユニバーサルサ
ービス制度に係る負担⾦の変更があったときは、料⾦額を⾒直します。 

（注２）当社は、ＦＯＭＡプリペイド契約に係るユニバーサルサービス料について、第６（ユニバーサルサービス料）の２（料⾦額）に
規定する料⾦額の適⽤しません。 

(2) （略） 
２－３〜２－５ （略） 

 
 
第４ （略） 
 
第５ ⼿続きに関する料⾦ 

１ （略） 
２ 料⾦額 

２－１ ２－２以外のもの 

料 ⾦ 種 別 単  位 
料 ⾦ 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

(1) 契約事務⼿数料 （略） （略） （略） 
ウ ＦＯＭＡプリペ

イド契約に係る
もの 

１契約ごとに 2,000 円 (2,160 円) 

（略） （略） （略） 
２－２ （略） 

 
第６〜第７ （略） 
 
第２表〜第７表 （略） 
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別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種       類 提供条件 
（略） （略） 
38 削 除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） （略） 

 
別表３〜別表８ （略） 
 
 
 
 
 
 

 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種       類 提供条件 
（略） （略） 
38 プリペイドＩＳＰ機能 

(1) 当社が別に定めるところにより、インターネットサービスを
利⽤することができる機能（基本機能）をいいます。 

(2) この機能を利⽤しているＦＯＭＡプリペイド契約者は、
プリペイドフィルタ機能（インターネットサービスを利⽤する
場合に、指定属性情報を受信できないようにする機能
（追加機能）をいいます。以下この欄において同じとしま
す。）を利⽤することができます。 

(1) ＦＯＭＡプリペイドに限り提供します。 
(2) 当社は、第 29 条（ＦＯＭＡプリペイドに係る料⾦の前

払い登録に伴う利⽤可能期間）の規定により設定⼜は
更新された利⽤可能期間に限り、この機能を提供しま
す。 

(3) 当社は、この機能の利⽤の請求があったときは、追加機
能の請求があったものとみなして取り扱います。 

(4) 当社は、この機能の利⽤に関して、相互接続点を介して
接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証し
ません。 

(5) 電波状態等により、この機能を利⽤して送受信された情
報等が破損⼜は減失することがあります。この場合におい
て、当社は⼀切の責任を負わないものとします。 

(6) ＦＯＭＡプリペイド契約者（未成年者である場合に限
ります。）がプリペイドフィルタ機能の廃⽌に関する請求を
⾏うときは、その契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意を得
ていただきます。 

(7) (2)の規定にかかわらず、当社は、ＦＯＭＡプリペイドに
係る通信可能時間が終了したときは、この機能の利⽤を
中⽌します。 

(8) 当社は、契約者がインターネットサービスを利⽤する場合
において、児童ポルノ情報を受信できないようにすることが
あります。 

(9) この機能は、ＦＯＭＡプリペイド契約の解除があった場
合に限り、廃⽌されます。 

(10) この機能の利⽤中⽌その他の提供条件については、当
社が別に定めるところによります。 

（略） （略） 
 
別表３〜別表８ （略） 
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別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通
話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電
気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分
(通話モード⼜は64kb/sデジタル通信モードにより国際アウトローミング
に係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグル
ープ 

通話モード 64kb/s デジタ
ル通信モード データ通信モード ショートメッセー

ジ通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 
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ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

トルクメニスタン 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Altyn Asyr TMCell Turkmenistan 12 － Ｂ ○ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

モロッコ王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Orange Maroc （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

 
別表 10 （略） 
 
 
 
 
 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

トルクメニスタン 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Altyn Asyr TMCell Turkmenistan 12 － △Ｂ ○ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

モロッコ王国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Médi Telecom, S.A. （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 29 年 2 ⽉ 28 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

 
別表 10 （略） 
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附 則（平成 29 年１⽉ 27 ⽇経企第 1579 号） 
（実施期⽇） 
１ この改正規定は、平成 29 年２⽉１⽇から実施します。 
（経過措置） 
２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおり

とします。 
（ＦＯＭＡプリペイド契約に関する経過措置） 
３ この改正規定実施後、当社はＦＯＭＡプリペイド契約に係る申込みを承諾しないものとします。 
４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適⽤を受けているＦＯＭＡプリペイド契約の料⾦その他の提供条件は次のとおり

とします。 
(1) ＦＯＭＡプリペイド契約に係る契約者回線との間の通信（当社が別に定めるものを除きます。）が可能である期間（以下「利

⽤可能期間」といいます。）は次表のとおりとします。 
区   分 利⽤可能期間 

タイプＡ 90 ⽇ 

タイプＢ 365 ⽇ 

(2) 平成 29 年４⽉１⽇時点で利⽤開始可能期間の残期間があった場合、その残期間は無効とします。 
(3) この改正規定実施後、ＦＯＭＡプリペイド契約者は、利⽤可能期間が終了したときは、利⽤可能期間の更新を請求できない

ものとします。 
(4) 当社は、設定⼜は更新された利⽤可能期間に応じて、そのＦＯＭＡプリペイド契約に係る利⽤可能期間に係る通信可能時間

を次表のとおり定めます。 
ＦＯＭＡプリペイドの利⽤可
能期間の区分 

通信可能時間 

タイプＡ 128k 通信モードに係るもの 20 時間 

タイプＢ 

(1) (2)以外のもの 3 時間 

(2) 128k 通信モードに係るもの 100 時間 

(5) 設定⼜は更新された利⽤可能期間が終了⼜は無効となったときは、その利⽤可能期間における通信可能時間の残時間は無
効とします。 

(6) この改正規定実施後、ＦＯＭＡプリペイド契約者は、通信可能時間が終了したときは、通信可能時間の更新を請求できない
ものとします。 

(7) ＦＯＭＡプリペイドのパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料⾦（他社相互接続通
信に係る料⾦等通信料に合算して請求するものであって当社が別に定めるものを含みます。）については、ＦＯＭＡプリペイド契約
者が選択した⼜は更新を請求した利⽤可能期間に応じて、次表に規定する額を適⽤します。 

１の利⽤可能期間ごとに  
ＦＯＭＡプリペイドの利⽤ 料    ⾦    額 
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可能期間の区分 次の税抜額（かっこ内は税込額） 

タイプＡ 791 円(  854.28 円) 

タイプＢ 4,171 円(4,504.68 円) 

(8) (1)から(7)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 
（プリペイドＩＳＰ機能に係る経過措置） 
５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適⽤を受けているプリペイドＩＳＰ機能（改正前の規定により選択の申込みの

承諾を受けているものを含みます。）の料⾦その他の提供条件は次のとおりとします。 
(1) プリペイドＩＳＰ機能に係る付加機能使⽤料については、ＦＯＭＡプリペイド契約者が選択した⼜は更新を請求した利⽤可能

期間に応じて、次表に規定する額を適⽤します。 
１の利⽤可能期間ごとに 

ＦＯＭＡプリペイドの利⽤
可能期間の区分 

料    ⾦    額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

タイプＡ 143 円(154.44 円) 

タイプＢ 572 円(617.76 円) 

(2) プリペイドＩＳＰ機能に係る付加機能使⽤料については、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定にかかわら
ず、⽇割りしません。 

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 
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